
 

－ 24 － 

車体の形状 構   造   要   件 留意事項 

路上試験車 道路交通法第97条第２項（同法第100条の２第３項に

おいて準用する場合を含む。）の規定に基づく技能試験

に使用する自動車であって、助手席にて操作できる補助

ブレーキを有するものをいう。 

なお、用途区分通達４－１(3)の規定は、本車体の形

状には適用しないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・道路交通法（昭

和35年法律第105

号）第97条第２

項（道路におけ

る運転技能検定

試験） 

・同条第100条の２

第３項（公安委

員会が行う再試

験） 

・公安委員会以外

の使用者にあっ

ては、道路交通

法第97条第２項

（同法第100条の

２第３項におい

て準用する場合

も含む。）の規

定に基づく技能

試 験 を 行 う た

め、公安委員会

が指定した自動

車の使用者であ

ることを証する

書面の写しの提

出を求めるもの

とする。 


